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令和 5 年度 第４回理事会  

 

令和 5 年（2023 年）４月 20 日改正 

 

 

新旧対照表                                                                                   

現 行 改 正 案 備 考 

５６２ 

 公認スノーボード検定員規程 
 

 
（目 的） 

第１条 この規程は、公認スノーボード指導者規程第４条に

基づき、公認スノーボード検定員（以下「検定員」とい

う。）に関し必要な事項を定める。 

（任 務） 

第２条 検定員は、現在有効なスノーボード指導者資格を有

し、スノーボード普及・発展の基幹となる人材であることを

認識し、厳正公平なる判定によって、検定会及びスノーボー

ドバッジテストを円滑に運営し、その権威を保持するよう心

掛けなければならない。 

（検定員の種類） 

第３条 検定員は、Ａ級、Ｂ級、Ｃ級の３種類とし、以下の

とおりとする。 

公認スノーボードＡ級検定員（以下「Ａ級検定員」とい

う。） 

公認スノーボードＢ級検定員（以下「Ｂ級検定員」とい

う。） 

公認スノーボードＣ級検定員（以下「Ｃ級検定員」とい

う。） 

（検定の範囲） 

第４条 Ａ・Ｂ・Ｃ級検定員が、各々検定できる範囲は、次

の各号に掲げるとおりとする。 

（１）Ａ級検定員 

①スノーボード指導員検定会（養成講習会の講師を含む） 

②スノーボード準指導員検定会（養成講習会の講師を含む） 

③スノーボードバッジテスト（事前講習の講師を含む） 

④スノーボードＡ級検定員検定会 

⑤スノーボードＢ級検定員検定会 

⑥スノーボードＣ級検定員検定会 

（２）Ｂ級検定員 

①スノーボード準指導員検定会（養成講習会の講師を含む） 

②スノーボードバッジテスト（事前講習の講師を含む） 

③スノーボードＢ級検定員検定会 

④スノーボードＣ級検定員検定会 

（３）Ｃ級検定員 

①スノーボードバッジテスト（事前講習の講師を含む） 

（実 施） 

第５条 スノーボードＡ級検定員検定会は、本連盟の主催・

主管で行う。 

２ スノーボードＢ級検定員検定会及びスノーボードＣ級検

定員検定会は、本連盟が主催し、加盟団体の主管で行う。 

（公 認） 

第６条 Ａ級検定員は、本連盟において検定を行い、合格し

た者を公認する。 

２ Ｂ及びＣ級検定員は、加盟団体の開催するＡ級検定に準

ずる検定において合格した者を公認する。 

（有効期間） 

第７条 資格の有効期間は、合格年度及び更新年度から２年

間とする。 

２ この場合の年度とは、本連盟の定款第６条に定められた

事業年度８月１日から翌年７月31日までをいう。 

（資格の継続） 

第８条 検定員は、検定員の任務を完遂するため、資格有効

期限内に、スノーボード検定員クリニックを最低２年に１回

受講し、修了しなければならない。ただし、次の各号に掲げ

る一つに該当する者は、当該資格有効期間中のスノーボード

検定員クリニックを修了したものとみなす。 

５６２ 

 公認スノーボード検定員規程 
 

 
（目 的） 

第１条 この規程は、公認スノーボード指導者規程第４条に

基づき、公認スノーボード検定員（以下「検定員」とい

う。）に関し必要な事項を定める。 

（任 務） 

第２条 検定員は、現在有効なスノーボード指導者資格を有

し、スノーボード普及・発展の基幹となる人材であることを

認識し、厳正公平なる判定によって、検定会及びスノーボー

ドバッジテストを円滑に運営し、その権威を保持するよう心

掛けなければならない。 

（検定員の種類） 

第３条 検定員は、Ａ級、Ｂ級、Ｃ級の３種類とし、以下の

とおりとする。 

公認スノーボードＡ級検定員（以下「Ａ級検定員」とい

う。） 

公認スノーボードＢ級検定員（以下「Ｂ級検定員」とい

う。） 

公認スノーボードＣ級検定員（以下「Ｃ級検定員」とい

う。） 

（検定の範囲） 

第４条 Ａ・Ｂ・Ｃ級検定員が、各々検定できる範囲は、次

の各号に掲げるとおりとする。 

（１）Ａ級検定員 

①スノーボード指導員検定会（養成講習会の講師を含む） 

②スノーボード準指導員検定会（養成講習会の講師を含む） 

③スノーボードバッジテスト（事前講習の講師を含む） 

④スノーボードＡ級検定員検定会 

⑤スノーボードＢ級検定員検定会 

⑥スノーボードＣ級検定員検定会 

（２）Ｂ級検定員 

①スノーボード準指導員検定会（養成講習会の講師を含む） 

②スノーボードバッジテスト（事前講習の講師を含む） 

③スノーボードＢ級検定員検定会 

④スノーボードＣ級検定員検定会 

（３）Ｃ級検定員 

①スノーボードバッジテストの内、級別テスト（事前講習の

講師を含む） 

（実 施） 

第５条 スノーボードＡ級検定員検定会は、本連盟の主催・

主管で行う。 

２ スノーボードＢ級検定員検定会及びスノーボードＣ級検

定員検定会は、本連盟が主催し、加盟団体の主管で行う。 

（公 認） 

第６条 Ａ級検定員は、本連盟において検定を行い、合格し

た者を公認する。 

２ Ｂ及びＣ級検定員は、加盟団体の開催するＡ級検定に準

ずる検定において合格した者を公認する。 

（有効期間） 

第７条 資格の有効期間は、合格年度及び更新年度から２年

間とする。 

２ この場合の年度とは、本連盟の定款第６条に定められた

事業年度８月１日から翌年７月31日までをいう。 

（資格の継続） 

第８条 検定員は、検定員の任務を完遂するため、資格有効

期限内に、スノーボード検定員クリニックを最低２年に１回

受講し、修了しなければならない。ただし、次の各号に掲げ

る一つに該当する者は、当該資格有効期間中のスノーボード

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バッジテストにプライズ

テストが追加になったこ

とによる変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



教育本部            公益財団法人全日本スキー連盟規約・規程の改正案 
 

2 

（１）Ａ・Ｂ各級のスノーボード検定員検定を受検し、不合

格となった者。 
（２）スノーボード中央研修会、スノーボード技術員研修

会、スノーボード指導員検定会、スノーボードＡ級検定員検

定会、トータルスノーボーディングフェスティバルの役員と

して参加し、教育本部理事会が特に認めた役員又は講師。 

（３）本連盟特定行事としてのスノーボード中央研修会、ス

ノーボード技術員研修会の修了者。 

（４）加盟団体が実施する行事のうち、次に掲げる行事の役

員として参加し、当該加盟団体からスノーボード検定員クリ

ニック修了扱いとして申請があった者。 

①スノーボード指導者研修会 

②スノーボード検定員クリニック 

③スノーボード準指導員検定会 

④スノーボードＢ級検定員検定会 

⑤スノーボードＣ級検定員検定会 

（資格の停止） 

第９条 検定員が、スノーボード検定員クリニックを２年続

けて未修了の場合は、検定員の資格を停止する。 

（活動の停止） 

第10条 スノーボード指導者資格が停止している場合、又は

スノーボード指導者資格を喪失している場合や、スノーボー

ド検定員資格が停止している場合は、検定員として活動がで

きない。 

（資格停止の解除） 

第11条 検定員資格の停止解除は、スノーボード検定員クリ

ニックの修了をもって資格の停止を解除できる。 

（資格の喪失） 

第12条 検定員で、次に掲げる各号の一つに該当する者は、

理事会の決定により、検定員の資格を喪失する。 

（１）本連盟会員登録規程第４条の規定により、会員の資格

を喪失したとき。 

（２）本連盟の規約に違反し、検定員としての体面を汚すよ

うな行為があったとき。 

（３）資格の年次登録料を納期までに納入しないとき。 

（４）スノーボード指導員及びスノーボード準指導員の資格

を喪失したとき。 

（クリニック） 

第13条 スノーボード検定員クリニックは、資質の向上及び

資格の継続のため、別に定める公認スノーボード検定員クリ

ニック開催基準要項に示された内容により実施する。 

（検定会場） 

第14条 スノーボードＡ級検定員検定会は、スノーボード指

導員検定会において実施することを原則とする。 

２ スノーボードＢ級検定員検定会は、スノーボード準指導

員検定会において実施することを原則とする。 

３ スノーボードＣ級検定員検定会は、スノーボード準指導

員検定会又はスノーボードバッジテストにおいて実施するこ

とを原則とする。 

４ スノーボードＢ・Ｃ級検定員検定会は、主管加盟団体が

公示し、実施要領により行う。 

（申請） 

第15条 スノーボードＢ・Ｃ級検定員検定会を主管する加盟

団体は、10月末日までに開催日程・会場及び立会予定責任者

並びに主任検定員を本連盟会員登録システムから申請し、承

認を受けなければならない。また、開催日程、会場及び立会

予定責任者並びに主任検定員の変更、事業の中止等が生じた

場合は、可及的速やかに変更届、中止届を本連盟に提出しな

ければならない。 

（検定員） 

第16条 Ａ級検定員検定会は、本連盟教育本部長から委嘱さ

れたＡ級検定員がこれにあたる。検定員数は、受検者の数に

応じて定める。 

２ Ｂ級検定員検定会は、主管加盟団体長から委嘱されたＡ

級又はＢ級検定員がこれにあたる。 
３ Ｃ級検定員検定会は、主管加盟団体長から委嘱されたＡ

級又はＢ級検定員がこれにあたる。 

（受検資格） 

第17条 スノーボード指導員はＡ・Ｂ・Ｃ級を、スノーボー

ド準指導員はＣ級を受検することができる。ただし、Ａ級を

受検する者はＢ級の資格を、Ｂ級を受検する者はＣ級の資格

検定員クリニックを修了したものとみなす。 

（１）Ａ・Ｂ各級のスノーボード検定員検定を受検し、不合

格となった者。 
（２）スノーボード中央研修会、スノーボード技術員研修

会、スノーボード指導員検定会、スノーボードＡ級検定員検

定会、トータルスノーボーディングフェスティバルの役員と

して参加し、教育本部理事会が特に認めた役員又は講師。 

（３）本連盟特定行事としてのスノーボード中央研修会、ス

ノーボード技術員研修会の修了者。 

（４）加盟団体が実施する行事のうち、次に掲げる行事の役

員として参加し、当該加盟団体からスノーボード検定員クリ

ニック修了扱いとして申請があった者。 

①スノーボード指導者研修会 

②スノーボード検定員クリニック 

③スノーボード準指導員検定会 

④スノーボードＢ級検定員検定会 

⑤スノーボードＣ級検定員検定会 

（資格の停止） 

第９条 検定員が、スノーボード検定員クリニックを２年続

けて未修了の場合は、検定員の資格を停止する。 

（活動の停止） 

第10条 スノーボード指導者資格が停止している場合、又は

スノーボード指導者資格を喪失している場合や、スノーボー

ド検定員資格が停止している場合は、検定員として活動がで

きない。 

（資格停止の解除） 

第11条 検定員資格の停止解除は、スノーボード検定員クリ

ニックの修了をもって資格の停止を解除できる。 

（資格の喪失） 

第12条 検定員で、次に掲げる各号の一つに該当する者は、

理事会の決定により、検定員の資格を喪失する。 

（１）本連盟会員登録規程第４条の規定により、会員の資格

を喪失したとき。 

（２）本連盟の規約に違反し、検定員としての体面を汚すよ

うな行為があったとき。 

（３）資格の年次登録料を納期までに納入しないとき。 

（４）スノーボード指導員及びスノーボード準指導員の資格

を喪失したとき。 

（クリニック） 

第13条 スノーボード検定員クリニックは、資質の向上及び

資格の継続のため、別に定める公認スノーボード検定員クリ

ニック開催基準要項に示された内容により実施する。 

（検定会場） 

第14条 スノーボードＡ級検定員検定会は、スノーボード指

導員検定会において実施することを原則とする。 

２ スノーボードＢ級検定員検定会は、スノーボード準指導

員検定会において実施することを原則とする。 

３ スノーボードＣ級検定員検定会は、スノーボード準指導

員検定会又はスノーボードバッジテストにおいて実施するこ

とを原則とする。 

４ スノーボードＢ・Ｃ級検定員検定会は、主管加盟団体が

公示し、実施要領により行う。 

（申請） 

第15条 スノーボードＢ・Ｃ級検定員検定会を主管する加盟

団体は、10月末日までに開催日程・会場及び立会予定責任者

並びに主任検定員を本連盟会員登録システムから申請し、承

認を受けなければならない。また、開催日程、会場及び立会

予定責任者並びに主任検定員の変更、事業の中止等が生じた

場合は、可及的速やかに変更届、中止届を本連盟に提出しな

ければならない。 

（検定員） 

第16条 Ａ級検定員検定会は、本連盟教育本部長から委嘱さ

れたＡ級検定員がこれにあたる。検定員数は、受検者の数に

応じて定める。 

２ Ｂ級検定員検定会は、主管加盟団体長から委嘱されたＡ

級又はＢ級検定員がこれにあたる。 
３ Ｃ級検定員検定会は、主管加盟団体長から委嘱されたＡ

級又はＢ級検定員がこれにあたる。 

（受検資格） 

第17条 スノーボード指導員はＡ・Ｂ・Ｃ級を、スノーボー

ド準指導員はＣ級を受検することができる。ただし、Ａ級を
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を有していなければならない。また、受検にあたっては、有

効なスノーボード指導者資格、検定員資格を保有していなけ

ればならず、資格が停止又は資格を喪失している場合は認め

られない。 

２ Ａ級を受検する者は、Ｂ級取得の翌年から停止期間を除

き５年を経過し、かつ、検定（スノーボードバッジテストを

含む）を３回以上行い、合格証等によって証明された者でな

ければならない。ただし、スノーボードデモンストレーター

選考会においてナショナルスノーボードデモンストレーター

又はＳＡＪスノーボードデモンストレーターに認定された者

については、この限りではない。 

３ 特別な事情がある場合、加盟団体長の推薦により本連盟

が特に認めた者は、受検することができる。 

４ スノーボード指導員並びにスノーボード準指導員に合格

した年度を含め、受検することができる。 

５ Ｂ・Ｃ級検定員検定会の年度内の受検回数は制限しな

い。 

（受検手続） 

第18条 Ｂ級及びＣ級検定員検定会を他の加盟団体に委託し

たときは、委託した加盟団体は、委託先の加盟団体に、所属

会員の受検の受け入れを依頼し、あらかじめ承諾を得ておく

ものとする。 

（検定の内容） 

第19条 検定は、次の各号に掲げる実技及び理論を行う。 

（１）実技は、次の要領で行い、合格基準は、基準点に対し

て、合・否の適中率が70％以上であり、基準ポイントに対す

るポイント差が±３ポイント以内とした適中率が80％以上で

あることをもって合格とする。 

①採点は、対象者20名を限度とし、実際の検定会で実施する

ことを原則とする。 

②実技検定種目は、３種目実施を原則とする。 

（２）理論は、日本スノーボード教程、教育本部研修課題ハ

ンドブック、資格検定受検者のために及び規約・規程等検定

に必要な事項を内容として行い、合格基準は満点に対して、

60％以上をもって合格とする。 

（合格者の手続） 

第20条 合格者は、検定会合格日に合格証が付与され、示さ

れた期日までに、各種公認・登録料金一覧表に定める公認

料・年次登録料及びバッジ代を、本連盟会員登録システムで

決済することにより資格が認定される。また、次年度からの

年次登録料は、他の登録料等と同時に納める。 

（結果報告） 

第21条 スノーボードＡ級検定員検定会の主任検定員は、検

定会実施の結果を速やかに検定委員長と本連盟に報告し、出

席・合否結果を、事業終了後２週間以内に、所定の様式によ

り本連盟に提出する。 

２ スノーボードＢ・Ｃ級検定員検定会の主任検定員は、検

定会実施の結果を、検定責任者を経て、主管加盟団体長に報

告する。 

３ スノーボードＢ・Ｃ級検定員検定会の主管加盟団体の報

告責任者は、事業終了後３週間以内に、本連盟会員登録シス

テムで、出席・合否登録を行う。 

（規程の改廃） 

第22条 この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。 

（内規） 

第23条 制度成立期間における本規約の取り扱いについて

は、別途、内規を設ける。 
附則 

この規程は、令和３年11月１日から施行する。 

 

令和３年９月27日 制定  

令和４年７月５日 改正 

 
 

受検する者はＢ級の資格を、Ｂ級を受検する者はＣ級の資格

を有していなければならない。また、受検にあたっては、有

効なスノーボード指導者資格、検定員資格を保有していなけ

ればならず、資格が停止又は資格を喪失している場合は認め

られない。 

２ Ａ級を受検する者は、Ｂ級取得の翌年から停止期間を除

き５年を経過し、かつ、検定（スノーボードバッジテストを

含む）を３回以上行い、合格証等によって証明された者でな

ければならない。ただし、スノーボードデモンストレーター

選考会においてナショナルスノーボードデモンストレーター

又はＳＡＪスノーボードデモンストレーターに認定された者

については、この限りではない。 

３ 特別な事情がある場合、加盟団体長の推薦により本連盟

が特に認めた者は、受検することができる。 

４ スノーボード指導員並びにスノーボード準指導員に合格

した年度を含め、受検することができる。 

５ Ｂ・Ｃ級検定員検定会の年度内の受検回数は制限しな

い。 

（受検手続） 

第18条 Ｂ級及びＣ級検定員検定会を他の加盟団体に委託し

たときは、委託した加盟団体は、委託先の加盟団体に、所属

会員の受検の受け入れを依頼し、あらかじめ承諾を得ておく

ものとする。 

（検定の内容） 

第19条 検定は、次の各号に掲げる実技及び理論を行う。 

（１）実技は、次の要領で行い、合格基準は、基準点に対し

て、合・否の適中率が70％以上であり、基準ポイントに対す

るポイント差が±３ポイント以内とした適中率が80％以上で

あることをもって合格とする。 

①採点は、対象者20名を限度とし、実際の検定会で実施する

ことを原則とする。 

②実技検定種目は、３種目実施を原則とする。 

（２）理論は、日本スノーボード教程、教育本部研修課題ハ

ンドブック、資格検定受検者のために及び規約・規程等検定

に必要な事項を内容として行い、合格基準は満点に対して、

60％以上をもって合格とする。 

（合格者の手続） 

第20条合 格者は、検定会合格日に合格証が付与され、示さ

れた期日までに、各種公認・登録料金一覧表に定める公認

料・年次登録料及びバッジ代を、本連盟会員登録システムで

決済することにより資格が認定される。また、次年度からの

年次登録料は、他の登録料等と同時に納める。 

（結果報告） 

第21条 スノーボードＡ級検定員検定会の主任検定員は、検

定会実施の結果を速やかに検定委員長と本連盟に報告し、出

席・合否結果を、事業終了後２週間以内に、所定の様式によ

り本連盟に提出する。 

２ スノーボードＢ・Ｃ級検定員検定会の主任検定員は、検

定会実施の結果を、検定責任者を経て、主管加盟団体長に報

告する。 

３ スノーボードＢ・Ｃ級検定員検定会の主管加盟団体の報

告責任者は、事業終了後３週間以内に、本連盟会員登録シス

テムで、出席・合否登録を行う。 

（規程の改廃） 

第22条 この規程の改廃は、教育本部理事会の議決による。 

（内規） 

第23条 制度成立期間における本規約の取り扱いについて

は、別途、内規を設ける。 
附則 

この規程は、令和３年11月１日から施行する。 

 

令和３年９月27日 制定  

令和４年７月５日 改正 

令和５年４月 20日 改正 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


